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城陽市事業者原油価格高騰対策支援給付金 給付要項 

 

Ⅰ 概 要 

新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格の高騰の影響を受ける事業者の負

担を軽減し事業者の経営の下支えを行うため、事業に用いている四輪自動車の台数に応じ

た給付金を給付します。 

 

Ⅱ 給付対象 

事業に用いる四輪自動車を有する市内事業所 

※ただし、福祉課及び高齢介護課、都市政策課が実施する同種の給付の対象でないこと、

農政課の実施する原油価格高騰対策の支援対象でないことを要件とします。 

 

事業に用いる自動車の考え方については以下のとおりです。 

＜１台目の場合＞    

車検証使用者欄の名義 自家用乗用車 事業用乗用車 乗合・貨物他 

個人事業主 〇 〇 〇 

法人代表者 〇 〇 〇 

法人 〇 〇 〇 

個人事業主親族又は 

法人代表者親族 
〇 〇 〇 

 

＜２台目以降の場合＞    

車検証使用者欄の名義 自家用乗用車 事業用乗用車 乗合・貨物他 

個人事業主 × 〇 〇 

法人代表者 × × × 

法人 × 〇 〇 

個人事業主親族又は 

法人代表者親族 
× × × 

 

※１台の四輪自動車を２つ以上の事業所で共同利用されている場合は、その内の１つの事業所

のみでしか申請できません。 
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Ⅲ 給付額 

事業に用いる四輪自動車１台あたり１万２千円とします。 

ただし、申請数が予算額に達した場合については、給付額を変更する場合があります。 

 

Ⅳ 申請手続等 

１ 受付期間 

  令和４年７月２５日（月）から令和４年９月２２日（木）まで 

 

２ 申請方法 

  郵送またはメールで、城陽市商工観光課に申請書類を提出してください。 

郵送宛先：〒610-0195 城陽市商工観光課 ※郵便番号があれば住所記載不要 

メールアドレス：shokoshinsei@city.joyo.lg.jp 

※メール受領後、商工観光課からの受領確認メールをお送りします。 

申請から１週間以上経過しても、受領確認メールが届かない場合は商工観光課にご連

絡ください。 

 

３ 申請書類 

①申請書（４ページ） 

②事業に用いる四輪自動車の車検証の写し 

 ※給付要件等の確認のため、上記のほかに資料提出を依頼する場合があります。 

 

４ 給付決定 

申請書を受理、審査の上、募集期間終了後、給付決定し、指定口座に給付金の振り込み

を行います。また、給付を決定したときは、給付決定通知を送付します。 

 

Ⅴ スケジュール（案） 

  令和４年７月２５日（月）   受付開始 

   以降随時          申請書受理・審査 

  令和４年９月２２日（木）   受付終了 

  ９月２２日以降～１０月上旬  給付決定 

  １０月中旬～１０月下旬    給付金振込 

 

Ⅵ その他 

給付金の給付後、給付要件に該当しない事実や申請書類の不正その他給付要件を満たさ

ないことが発覚した場合、申請者に対し、給付金の返還を求めます。 

 

Ⅶ お問い合わせ先 

城陽市まちづくり活性部商工観光課 電話番号：0774-56-4018  
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【参考】車検証 ※特に線で囲った箇所をご確認ください 

  

乗用・貨物・乗合等

等 

自家用・事業用 

乗用・貨物・乗合等

等 

自家用・事業用 
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城陽市事業者原油価格高騰対策支援給付金申請書 

 令和  年  月  日 

 

 城陽市長   様 

                         〒 

事業所所在地 城陽市             

法人名又は屋号                 

事業所名                 

代表者名                 

電話・Ｅメール                 

 

 

   原油価格高騰の影響により経営に支障をきたしておりますので、下記のとおり城陽市事業

者原油価格高騰対策支援給付金を申請します。 

   また、福祉課及び高齢介護課、都市政策課が実施する同種の給付、並びに農政課の実施す

る原油価格高騰対策に係る給付を受けていないことを宣誓します。 

 

記 

 

 １ 申請額                  円（対象台数       台 ） 

城陽市使用 給付額            円 

 

 ２ 業種（以下から該当の番号を１つ記入）     
１．農業，林業              ２．漁業 
３．鉱業，採石業，砂利採取業       ４．建設業 
５．製造業（基礎素材型）※素材を生産      ６．製造業（加工組立型）※加工製品を生産 
７．製造業（生活関連型）※衣食住関連製品等を生産  ８．電気・ガス・熱供給・水道業 
９．情報通信業              10．運輸業，郵便業 
11．卸売業                12．小売業 
13．金融業，保険業            14．不動産業 
15．物品賃貸業              16．学術研究，専門・技術サービス業 
17．宿泊業                18．飲食サービス業 
19．生活関連サービス業          20．娯楽業 
21．教育，学習支援業           22．医療，福祉 
23．複合サービス事業           24．サービス業（他に分類されないもの） 

 なお、城陽市事業者原油価格高騰対策支援給付金については次の口座に振り込み願います。 

 

 

 

 

金 融 機 関 銀行名： 支店名： 

預 金 種 目 １．普通      ２．当座     ※該当種目に〇   

口 座 番 号  

口座名義人

フ リ ガ ナ

 

 

 

申請受付押印欄 口座入力押印欄 

受付者 確認者 入力者 確認者 

    
【要件確認】 

□事業所所在地が城陽市内である。 

□法人名又は屋号がある、もしくは他の方法で実体を確認できる。 

□本市の他の原油高騰対策の給付金の対象でない。 

□対象となる事業用四輪車の台数が正しい 

 

確認欄（城陽市使用） 


